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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、洲本市ＣＡＴＶの自主放送番組において洲本市が行うデータ放送（以下「市

データ放送」という。）に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の方式） 

第２条 市データ放送に掲載する広告の方式は、掲載枠内に表示された画像を押すと、広告主の指

定する広告内容が表示される方式の広告とする。 

（掲載基準） 

第３条 市データ放送への広告掲載の可否に関する基準（以下「掲載基準」という。）は、広報す

もと広告掲載取扱要綱（平成18年洲本市告示第19号）第２条の規定を準用する。 

（掲載位置及び掲載数） 

第４条 広告掲載位置は、市長が指定する位置とする。ただし、市データ放送の改編等に伴い、掲

載位置を変更することがある。 

２ 広告の掲載数は、市長が定める。 

（掲載期間） 

第５条 広告の掲載は、年度ごとに月を単位として行う。この場合において、複数月の掲載申込み

を受け付けるときは、年度を越えない範囲において行うものとする。 

（広告の規格） 

第６条 広告は、静止画像に限るものとし、動画、アニメーション等画像が変化又は移動するもの

は不可とする。この場合において、広告の規格は次のとおりとする。 

(１) 画像の寸法 
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ア トップページ 縦114ピクセル、横363ピクセル 

イ 広告詳細ページ 縦345ピクセル、横460ピクセル 

(２) データの容量 1000ＫＢ以内 

(３) ファイル形式 ＪＰＥＧ 

(４) 広告内容 タイトル38文字以内、本文84文字以内 

（広告の募集） 

第７条 広告の募集は、市ホームページ、広報すもと、市ＣＡＴＶ等で行う。 

２ 広告掲載枠に空きがなくなった場合は、募集を締め切る。 

３ 広告掲載枠に空きが生じた場合は、随時第１項の規定により募集する。 

第２章 掲載手続 

（申込み） 

第８条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、洲本市ＣＡＴＶデータ放送広告

掲載申込書（様式第１号）に、次条に規定する広告の原稿（以下「原稿」という。）及びその他

必要な書類を添えて、市長に申し込むものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申し込みがあった場合で、特に必要と認めるときは、申込者に対し、

別途資料等の提供を求めることができる。 

（原稿の作成等） 

第９条 申込者は、原稿を所定の方法で市長に提出しなければならない。 

２ 原稿の作成に要する費用は、申込者の負担とする。 

３ 市長は、提出された原稿が掲載基準に抵触し、又はそのおそれがあると判断した場合は、申込

者に対して修正を求めることができる。 

（掲載決定） 

第10条 市長は第８条第１項の規定による申し込みがあった場合は、次条に定める審査を経て、広

告掲載の諾否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果を洲本市ＣＡＴＶデータ放送広告掲載決定（不決定）通

知書（様式第２号）により申込者に通知する。 

（洲本市ＣＡＴＶデータ放送広告審査委員会の設置） 

第11条 広告の掲載を適正に実施するため、次の各号の事項について審査を行う洲本市ＣＡＴＶデ

ータ放送広告審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

(１) 掲載基準による広告掲載の諾否に関する事項 
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(２) その他必要と認められる事項 

２ 委員長は企画情報部長を、委員には、企画課長、総務課長、財政課長、税務課長を充てる。 

３ 前項に規定する委員のほか、市長は、必要と認める者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

４ 委員会の庶務は、市ＣＡＴＶ主管課において処理する。 

（広告主の責務） 

第12条 広告主は、広告等の内容に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は、広告の掲載により市及び第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担にお

いてこれを解決しなければならない。 

３ 広告主は、第10条の規定により決定を受けた広告掲載の権利を、他に譲渡してはならない。 

（広告主の届出義務等） 

第13条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は洲本市ＣＡＴＶデータ放送広告申込内容

変更届（様式第３号）により、速やかに届け出なければならない。 

(１) 広告を差し替えるとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか、洲本市ＣＡＴＶデータ放送広告掲載申込書又は添付書類の内容

に変更が生じたとき。 

２ 前項に規定するもののほか、広告主は、問題が発生した場合は、速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。 

（掲載の一時停止） 

第14条 市長は、掲載された広告が掲載基準に抵触、又はそのおそれがあると判断したときは、広

告掲載を一時停止することができる。 

２ 前項の場合、市長は広告主に内容の修正を求めることができる。 

（掲載の取消し） 

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合、市長は広告主へ事前に通告なく、広告の掲載の決定

を取り消すことができる。 

(１) 指定日までに掲載料が納付されないとき。 

(２) 前条第２項の規定による修正が行われないとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、広告主がこの要綱の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り消したときは、洲本市ＣＡＴＶデータ放送広告掲載取消通知

書（様式第４号）により広告主に通知する。 

（広告の取り下げ） 
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第16条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。 

２ 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、洲本市ＣＡＴＶデータ放送掲載取

下届（様式第５号）により、市長に届け出るものとする。 

３ 市長は、前項の届出の受理をもって、決定を取り消すものとし、前条第２項の例により広告主

に通知する。 

第３章 掲載料 

（掲載料） 

第17条 広告の掲載料（以下「掲載料」という。）は、次のとおりとする。 

  

申込内容 掲載料 備考 

１か月契約 10,000円（月額） 

12か月一括契約 100,000円（年額） 
１か月につき140時間以上表示する。

２ 広告は、月２回まで無料で更新することができ、同月内に３回以上更新する場合は、その都度、

3,000円を徴収する。 

３ 広告掲載の決定を受けた後、市長が定める期日までに、広告主は一括して掲載料を納付するも

のとする。 

（掲載料の返還） 

第18条 広告掲載の決定後掲載開始前において、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載

できなかった場合は、納付された掲載料を当該広告主に全額返還する。 

２ 広告掲載開始後において、広告主の責めに帰さない事由により、月のうち連続して10日以上の

期間広告を掲載できなかった場合は、当該月分（２か月にわたり引き続き10日以上20日未満の期

間広告を掲載できなかった場合は、最初の１か月分）の納付された掲載料を当該広告主に返還す

る。 

３ 掲載料の返還を受ける場合は、洲本市ＣＡＴＶデータ放送広告掲載料返還請求書（様式第６号）

により市長に請求するものとする。 

（掲載料の不返還） 

第19条 前条に規定する事由以外については、納付された掲載料は返還しない。この場合において、

第14条第１項の規定により広告掲載を一時停止したときも同様とする。 

第４章 雑則 
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（その他） 

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第10条関係） 

様式第３号（第13条関係） 

様式第４号（第15条関係） 

様式第５号（第16条関係） 

様式第６号（第18条関係） 
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